子ども・子育て支援金制度の仕組みを説明する図。
図は上から「国」「保険者」「被保険者・事業主」の3段構成になっている。

最上段の「国」の欄には、「子ども・子育て支援の強化に向けた施策」として次の内容が示されている。
・児童手当の拡充
・妊婦のための支援給付
・出産後休業支援給付
・こども誰でも通園制度の創設 など


中央には「納付」と書かれた矢印があり、下の仕組みとつながっている。

中段の「保険者」の欄には「子ども・子育て支援納付金」と書かれ、対象となる制度として、
後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険（協会けんぽ・健康保険組合・共済組合）が示されている。

最下段には「子ども・子育て支援金（保険料の子ども分）」とあり、被保険者と事業主から保険料として支援金が保険者へ納付される流れが矢印で示されている。

全体として、被保険者と事業主が負担する支援金が保険者を通じて納付され、国の子ども・子育て支援施策の財源の一部になる仕組みを説明した図。
